
対　象　者
阿久根市・薩摩川内市　　　　・さつま町
３市町以外に住所を有する方
３市町内（本土区域）に住所を有し、甑島区域
での就職を希望する方
または、甑島区域に住所を有し、３市町内（本
土区域）での就職を希望する方

（上記に該当する方で）
学校教育法に規定する大学・大学院・短期大学・高等専門学
校・専修学校の卒業年次に在籍していること
または、大学等に在籍しない１５歳以上の方で求職中の方
なお、インターンシップを行った企業等において、雇用関係
がないこと

対象となるインターンシップ要件

３市町に事業所を有する企業等が実施する
インターンシップの参加者（詳細は裏面記載）

（甑島含む）

阿久根市・薩摩川内市　　　　・さつま町（甑島含む）

宿泊を伴う、インターンシップの際に
ご活用ください!!

厚生労働省　令和５年度地域雇用活性化推進事業　薩摩國雇用創造協議会　就職促進の取組

インターンシッププログラムは、一定期間、実際の職場で働く経験を積み、仕事に必要な
スキルや知識を身につけ、就職活動やキャリア形成に役立てるためのプログラムです。
企業側も人材確保のために採用活動の一環として、積極的に取り入れています。

補助金

鹿児島県内の方も
ご利用頂けます薩摩國雇用創造協議会

インターンシップ推進事業補助金

薩摩國雇用創造協議会
インターンシップ　　　　　プログラム（職場体験）

鹿児島県
阿久根市・薩摩川内市　　　　・さつま町
の企業等でインターンシップを行う際の

（甑島含む）



鹿児島県阿久根市・薩摩川内市　　　　・さつま町
３市町内に事業所を有する企業等が実施するインターンシップであること

（甑島含む）


